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１【提出理由】

 当社は、平成26年５月９日、当社の完全子会社であるオリックス不動産株式会社より、会社分

割（吸収分割）の方法により同社の不動産投資事業本部で行っている事業を承継し、これらの事業を

当社の不動産事業本部に統合することを機関決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、本臨時報

告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

(1）当該吸収分割の相手会社についての事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び

事業の内容（平成25年３月31日現在）

商号           オリックス不動産株式会社

本店の所在地   東京都港区芝２丁目14番５号 オリックス芝２丁目ビル

代表者の氏名   代表取締役会長 西名 弘明

代表取締役社長 山谷 佳之

資本金の額     200百万円

純資産の額     70,441百万円

事業の内容     マンション・戸建て住宅等の開発・分譲、オフィス・住宅・商業施

設・物流施設等の投資企画商品の開発・購入、オフィス・住宅・商業

施設・物流施設等のリーシング・バリューアップ・売却およびアセッ

トマネジメント業務、海外不動産への投資、不動産事業再生および不

動産M&A、ファンド向け賃貸不動産の開発・購入、高齢者住宅の開

発・運営、ホテル・旅館の事業再生、ホテル・ゴルフ場・研修所の運

営・管理、水族館の開発・運営

 

② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）

決算期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

売上高 169,481 196,172 206,669

営業利益 11,032 9,315 19,189

経常利益 582 △3,865 12,718

純利益 1,967 △27,606 5,995

 

③ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

オリックス株式会社 100％

 

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 オリックス不動産株式会社は当社の完全子会社です。

人的関係 当社の役員がオリックス不動産株式会社の役員を兼務しています。

取引関係 不動産関連業務の委託等の取引があります。
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(2）当該吸収分割の目的

当社は、多角的金融サービス業の一環として不動産事業を営んでいるところ、これにオリッ

クス不動産株式会社が行っている不動産投資事業を統合させることにより、オリックスグ

ループにおける経営資源の有効活用や効率的な事業運営を実現させ、市場競争力の一層の向

上を図るものです。

 

(3）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他吸収分割契約の内容

① 吸収分割の方法

オリックス不動産株式会社を吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする簡易吸収

分割・略式吸収分割方式です。

② 吸収分割に係る割当ての内容

当社はオリックス不動産株式会社の発行済株式の全部を所有しているため、当該吸収分割

に際して、当社による新株式の発行および金銭等の交付はありません。

③ その他吸収分割契約の内容

(イ）吸収分割の日程

本分割の機関決定日         平成26年５月９日

分割契約締結日             平成26年５月９日

効力発生日                 平成26年７月１日

(ロ）吸収分割承継会社が承継する権利義務

 承継会社である当社は、本分割により承継する事業を遂行する上で必要な資産、負

債及び契約上の地位等の権利義務をオリックス不動産株式会社より承継いたします。

 

(4）吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

 

(5）当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資

本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号           オリックス株式会社

本店の所在地   東京都港区浜松町２丁目４番１号世界貿易センタービル内

代表者の氏名   取締役兼代表執行役会長 宮内 義彦

取締役兼代表執行役社長 井上 亮

資本金の額     194,039百万円 （平成25年３月31日現在）

純資産の額     684,676百万円 （平成25年３月31日現在）

総資産の額     3,921,397百万円（平成25年３月31日現在）

事業の内容     多角的金融サービス業

 

(6）吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約

権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合における当該有価証券

の発行者についての事項

該当事項はありません。

 

以 上
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